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～商工会は行きます・聞きます・提案します!!～

令和元年11月大崎商工会だより　おおさき新風　第83号

各 事 業 報 告

第１３回親善ゴルフ大会の開催

支部対抗会員親睦パークゴルフ大会の開催

松山支部会員視察研修会の開催

　１０月１６日（水）、加護坊パークゴルフ場で、支部対

抗会員親睦パークゴルフ大会が開催されました。

　参加者は１２名　大会結果は次の通りです。

【団体の部】優　勝：田尻支部

【個人の部】優　勝：菅原　　佳 氏（㈱たじり穂波公社） 

　　　　　　準優勝：齋藤　昭子 氏（齋藤儀雄）

　　　　　　第３位：齋藤　儀雄 氏（齋藤儀雄）

　１０月２４日（木）、松山支部の会員視察研修会が開催

されました。参加者は松山支部会員９名が参加し、仙台空

港、千年希望の丘、かわまちてらす閖上の視察を行い、と

ても有意義な日帰り視察研修会となりました。

　１１月１日（金）、松島国際カントリークラブで、工業
部会主催の第１３回親善ゴルフ大会が開催されました。参
加者は２４名　大会結果は次の通りです。
【団体の部】優　勝：田尻支部
【個人の部】優　勝：北　川　昌　宏 氏 (㈱北川)
　　　　　　準優勝：香　川　光　一 氏 (香川ブロック工業）
　　　　　　第３位：千　葉　　　修 氏 (㈲千葉精工）
　　　　ベスグロ賞：北　川　昌　宏 氏 (㈱北川)



ＢＣＰ（事業継続計画）は会社が緊急事態を生き抜くための計画です！

～ＢＣＰとは？～

ＢＣＰ（事業継続計画：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎｎｉｎｇ）とは、企業が自然災害や火

災などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早

期復旧を可能とするために、緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

～ＢＣＰの５つのポイント～

災害等緊急時に会社が生き抜くための前提は、従業員の生命と会社の財産を守ることです。ＢＣＰは、会社が緊急時

に限られた経営資源で生き抜くための計画であり、次の５つがポイントとなります。

① 中核事業を特定すること

② 復旧する目標時間を設定すること

③ 取引先と予め協議しておくこと

④ 代替策を用意・検討しておくこと

⑤ 従業員とＢＣＰの方針や内容について共通認識を形成しておくこと

災害は突然に襲い掛かります。事前に対策をしっかり考え災害に備えましょう

台風１９号災害特別相談窓口設置について

１．設置期間 令和元年１０月１５日（火）から当分の間（土・日・祝日除く）午前８時３０分から午後５時１５分

２．設置場所 大崎商工会（本所・各支所）

３．相談内容 令和元年台風１９号で被害を受けた中小企業者等の金融・経営相談

消費税価格転嫁等総合相談センターについて

総合相談センターは、内閣府が設置している政府共通の相談窓口です。

転嫁、価格表示、便乗値上げ等のほか、軽減税率制度の概要についてご相談があればご利用願います。

〇フリーダイヤル：０１２０－２００―０４０（IP電話を含む固定電話からおかけの場合）

〇ナビダイヤル：０５７０－２００－１２３（通話料金がかかります。）

（受付時間：９時～１７時(土日祝日・年末年始を除く)）

〇メール：ホームページ上の専用フォーム（２４時間受付） URL https://www.tenkasoudan.go.jp/

消費税価格転嫁等対策に関する情報については、以下の内閣府ホームページ

「消費税価格転嫁等対策」をご覧ください。 URL https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/index.html
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～地域活性化を目指し躍進する商工会～

令和元年11月 大崎商工会だより　おおさき新風　第83号

　この度の令和元年台風１９号で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

　さて、当会では、令和元年台風１９号で被害を受けた会員事業者に対する経営相談に対応するため、特別相

談窓口を下記により設置致しますのでご利用頂きますようご案内申し上げます。

〇転嫁に関するお問い合わせ　　　　〇広告・宣伝に関するお問い合わせ　〇消費税の総額表示に関するお問い合わせ

〇便乗値上げに関するお問い合わせ　〇軽減税率に関するお問い合わせ

〇価格設定ガイドラインに関するお問い合わせ



事業資金は公庫の定期相談会で！

【開催日】毎月 第４木曜日 【会 場】大崎商工会（本所） １３:００～１６:００ 完全予約制

※相談時間を予約により調整いたします。

※相談をご希望の方は定期相談会開催３日前まで商工会（本所・支所）へご連絡下さい。

日本政策金融公庫融資相談会「一日公庫」開催

●日時 令和元年１２月５日（木）１０：００～１６：００

●場所 大崎商工会本所

事業主の皆様、労働保険の加入手続はおすみですか？

～１１月は労働保険適用促進強化期間です～
労働者（アルバイトを含む）を 1人でも雇用している事業主は労働保険(労災

保険・雇用保険)に加入する義務があります。（農林水産の一部の事業は除きま

す。）

労働保険への加入が未手続きの場合は、速やかに、宮城労働局労働保険徴

収課にご相談ください。なお、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所

（ハローワーク）でもご相談いただけます。

問い合わせ先：宮城労働局労働保険徴収課 電話 022-299-8842

大崎市新年祝賀会開催のお知らせ

宮城県最低賃金の改正について

宮城県最低賃金

時間額 効力発生日

824円 令和元年10月1日

令和元年１０月１日から，火気を扱う飲食店は

面積にかかわらず消火器の設置が必要です。

詳しくは最寄りの消防署にお尋ねください。

古川消防署 TEL ２２－２３５０

大崎市古川千手寺町二丁目５－２０

志 田 分 署 TEL ５６－２５４６

大崎市鹿島台木間塚字小谷地２６９－１

田 尻 分 署 TEL ３９－０６３０

大崎市田尻沼部字新堀１３７－２

三本木出張所 TEL ５２－２５１０

大崎市三本木字廻山６５

大 崎 地 域 広 域 行 政 事 務 組 合 消 防 本 部
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～地域になくてはならない商工会～

各種お知らせ

　まいどう！
　この度、大崎市田尻大沢にコンビニエンス荒茶屋をオープ
ンしました。大沢地域には、その昔は小売店が４店舗以上あ
りましたが、人口の減少や高齢化などの影響で、１店舗だけ
になってしまいました。地域の衰退を阻止し、更には再活性
化を夢に見て、今回の小売店舗の開設になりました。
　商売は簡単なものではないことは、重々承知の上と覚悟し
てはいましたが、思った以上に大変だと、感じつつあります。
　でも、お客様満足度100％を目指し、頑張っていきたいと
考えています。近くにお出での節は、お立ち寄りください。
　住　　所：大崎市田尻大沢字柳沢中―８－２
　TEL/FAX：0229-39-0666／0229-25-5280
　代　　表：荒　孝治
　営業時間：朝６：００～夜８：００

事業所を訪ねて　荒茶屋（田尻)

日　　時　令和２年 １月６日（月）１７：３０～

場　　所　アインパルラ浦島（大崎市古川李埣3-2-2）

参加対象　大崎市民及び大崎市に関わりのある方

申込期間　令和元年１１月１日（金）～１２月１０日（火）

会　　費　おひとり４，０００円

申 込 先　大崎市役所及び各総合支所（地域振興課）

　 　 　　大崎商工会（本所・各支所）

　商工会では、日本政策金融公庫の定期相談会を下記の通り開催しております。完全予約制となっておりますので、

ご相談希望の方は事前に商工会までご連絡下さい。

　地域内の年末資金需要に対応を行うため、㈱日本政策金融公庫仙台支店と連携し、「一日公庫」を開催いたします。

年末に向けた資金繰りその他事業資金の借り入れを検討されている方は、是非この機会にご相談ください。また、事前

予約が必要となりますので商工会（電話0229-52-2272）までご連絡願います。

　宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、

パート、アルバイト等を含む）に適用される宮城県最

低賃金は、下記のとおり改正されます。

新潟県糸魚川市大規模火災（平成２８年１２月２２日発生）を受け，１５０㎡未満の

小規模な飲食店であっても火気を扱う場合は，消火器の設置が義務化されました。

※義務により設置した消火器は，定期に点検を行い，消防機関へ報告する義務も生じます。
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